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久留米市民温水プール管理運営業務仕様書 

 

１ 施設の概要 

（１）名称  久留米市民温水プール 

（２）所在地  久留米市上津町２１９９番地３９ 

（３）建物および施設の概要 

    建物概要 建設構造 鉄筋コンクリート造２階建 

敷地面積 １０，８４１．８８㎡ 

延床面積 ２，６００．２㎡ 

竣工   平成７年１２月１日  

施設概要 ２５ｍプール（２５ｍ×１５．５ｍ ７コース） 

幼児プール（楕円５ｍ×１１ｍ） 

ジャグジーバス（円形３ｍ） 

トレーニング室（１４０㎡、エアロバイク他） 

         多目的ホール（２２５㎡、椅子約２００脚） 

休憩室（１８畳） 

（４）開館時間 

    久留米市民温水プール条例（以下「条例」という。）第６条による。 

（５）休館日 

 条例第７条による。 

  条例第７条第２項の臨時休館日 

・上津クリーンセンターの定期点検及び改修工事等により余熱を供給できない

とき(例年連続する２０日間程度)。 

温水プールに隣接する上津クリーンセンターは、プールへ熱と電気の供給

を行っている。令和１０年に上津クリーンセンター建て替えに伴う、試運転

の計画及びプール特定天井の改修工事も予定しており、その期間は、プール

やトレーニング室などの諸室の一部休止又は全部休止が見込まれる。ただし

工法や工事期間等の詳細が現時点では決定していない。そのため、工事に伴

う休館日数は未定。 

・プールの定期清掃日（年間４日間以内） 

・その他市が開館を困難と判断したとき。 

  

２ 使用の許可及び使用の制限に関する事項 

 （１）施設の供用にあたっては、利用者の公平性を確保すること。 

 （２）プールを専用利用するとき、または多目的ホールを利用しようとする者はあらか

じめ指定管理者の許可を得るものとする。 

 （３）利用の不許可は条例第９条の規定の定めるところにより行うこと。 
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３ 法令等の遵守 

指定管理者は、本業務の内容及び公共性を十分認識したうえで、施設の運営、維持管理

を十分に達成できるように、仕様書、協定書、次の各項に掲げる条例、規則その他関係法

令等に基づき、安全かつ能率的に業務を履行しなければならない。 

なお、指定期間中に法令等に改正があった場合は、改正された内容に基づくものとする。 

（１）地方自治法 

（２）久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（３）久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

（４）久留米市民温水プール条例 

（５）久留米市民温水プール条例施行規則（以下「施行規則」という。） 

（６）個人情報の保護に関する法律 

（７）久留米市情報公開条例 

（８）久留米市行政手続条例 

（９）久留米市暴力団排除条例 

（10）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

（11）久留米市障害を理由とする差別をなくす条例 

（12）労働関係法令等 

（13）その他関係法令等 

 

４ 秘密保持義務及び個人情報保護義務 

指定管理者並びに本業務に従事している者又は従事していた者は、本業務に関して知り

得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。これは、指定管理

者の指定期間が満了し、職務を退いた後においても同様である。 

また、個人情報の保護に関する法律第 66 条の規定により必要かつ適切な安全措置を講

じなければならない。     

 

５ 情報公開 

指定管理者は、久留米市情報公開条例第 23 条の規定により、本業務の範囲内で保有する

情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めること。 

 

６ 行政手続条例の適用 

指定管理者は、許可、不許可その他処分を行う行政庁に該当するため、久留米市行政手

続条例（平成 8 年久留米市条例第 24 号）の適用を受ける。 

 

７ 障害者差別の禁止 

指定管理者は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成 25 年法律第 65 号）を遵守するとともに、市の取扱いに準じて、障害者に対す
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る合理的配慮を提供すること。 

 

８ 環境への配慮 

指定管理者は、業務の実施にあたっては、省エネルギー、ごみの分別・減量・リサイク

ル、環境に配慮した物品の購入等、環境への配慮に努めること。 

 

９ 公の施設の利用からの暴力団の排除 

 指定管理者は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは、利用の許可

をせず、既に許可している場合においても許可を取り消すなど、必要な措置を講じること。 

 

１０ 料金制度および料金徴収について 

 市は、管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（条例第１２条） 

   ただし、利用料金の徴収額の決定は、条例別表の利用料金の額以内とし、文書で市

の承認を受けなければならない。 

 

１１ 利用料の減免等について 

   管理者は、利用料金の減免及び利用料金の還付が申請された場合は、条例第１３条及び

第１４条の規定により、利用料金の減免及び還付を行わなければならない。 

 なお、利用料金の減免分については市から補填しない。 

    

１２ 半額利用券について 

   市は半額利用券を発行する。（利用実績は、別添「久留米市民温水プール概要」参照） 

 半額利用券の使用に係る正規利用料金との差額は市から補填しない。 

 

１３ 利用券の交付について 

 管理者は、プール及びトレーニング室の個人利用を許可するときは、利用券（回数券を

含む）を交付しなければならない。 

   なお、平成１７年度以前に市が交付した回数券及び第１期～第５期の指定管理者が発行

した回数券の使用に係る利用料金については、市から補填しない。 

※交付した回数券の販売実績は、別添「久留米市民温水プール概要」参照 

 

１４ 業務の範囲 

（１）施設の管理運営に関する業務 

       施設は常に清潔に保ち、かつ利用者が安全快適に利用できるよう管理運営し、関

係法令に定める基準を満たすこと。業務内容の詳細については特記仕様書による。 

① 設備（電気設備、空調設備、給排気ファン設備、電気温水器設備、ろ過器設備、

貯湯設備、浄化槽、エレベーター設備、自動ドア設備、消防設備、中央監視設備

など）の維持管理に関する業務 
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② 備品（トレーニング機器等）の維持管理に関する業務 

③ 衛生管理（空気環境測定検査、防鼠・昆虫駆除作業）に関する業務 

④ 清掃（施設内・敷地内）及び緑地・樹木管理に関する業務 

⑤ 駐車場の維持管理に関する業務 

⑥ 警備に関する業務 

⑦ 受付に関する業務 

⑧ 施設及び設備の安全管理に関する業務 

⑨ 監視に関する業務 

⑩ 応急措置に関する業務 

⑪ プール及びトレーニング室の運動指導に関する業務 

⑫ 利用統計、会計等の事務に関する業務 

⑬ その他施設の維持管理に関すること 

 

（２）水質管理に関すること 

① 遊泳者が安全快適かつ衛生的に利用できるよう、プール水を水質基準で定める

状態に維持すること。 

② プールの水質基準及び維持管理基準は遊泳用プールの衛生基準について（平成

１９年５月２８日付け健発第０５２８００３号厚生労働省健康局長通知）の水

質基準及び維持管理基準とする。 

③ 水質基準を維持するための薬品投入は適正に行うこととし、投入薬品は事前に

市の許可を得ること。 

 

（３）指定管理事業（教室）に関すること 

① プール（市企画事業） 

次の事業（教室）を開催すること。温水プールを利用する場合の専用は３コー

スまでとする。 

教  室  名 曜日等 開催時間※ 
 

大人水泳教室 毎週金曜日 11：00～12：00  

水中歩行 毎週水曜日 19：00～20：00  

小学生水泳教室【水】 毎週水曜日 17：00～18：00  

小学生水泳教室【木】 毎週木曜日 17：00～18：00  

小学生水泳教室【金】 毎週金曜日 17：00～18：00  

小学生水泳教室【土】 毎週土曜日 10：00～11：00  

幼児水泳教室【水】 毎週水曜日 16：30～17：30  

幼児水泳教室【木】 毎週木曜日 16：30～17：30  

幼児水泳教室【金】 毎週金曜日 16：30～17：30  

幼児水泳教室【土】 毎週土曜日 16：30～17：30  

夏休み小学生水泳教室① ５日間 10：00～11：00  

夏休み小学生水泳教室② ５日間 10：00～11：00  
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夏休み小学生水泳教室③ ５日間 10：00～11：00  

夏休み小学生水泳教室④ ５日間 11：00～12：00  

夏休み小学生水泳教室⑤ ５日間 11：00～12：00  

夏休み小学生水泳教室⑥ ５日間 11：00～12：00  

      ※開催曜日等および時間は例示であり、変更することができる。 

② 多目的ホール（指定管理者提案事業） 

市民の健康増進と体力向上に資することを目的とした事業（延べ６５０回程

度/１年間）を開催すること。 

※事業内容については、年度ごとに市と協議のもと、変更することができる。 

 

１５ 自主事業について 

   施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、市の承認を得て

、指定管理者の責任と費用により、自主事業を実施することができる。 

 

１６ 自動販売機の設置について 

 施設の設置目的を損なわない範囲であれば、自動販売機を設置することができる。 

 ただし、指定管理者が市の承認を得て自らの費用と責任において設置する自動販売機は

「自主事業として取り扱うため、行政財産使用料を徴収する。 

   なお、既に設置されている自動販売機１台（上津校区母子寡婦福祉会の管理）について

は、そのまま設置される。 

 

１７ 業務従事者数と資格要件 

（１）施設には管理責任者及び衛生管理者（管理責任者の兼務可）のほか、監視員、救

護員など必要な従事者を配置し、必要な管理体制を整えること。 

（２）プール内の監視は、常時複数体制を維持し、利用者数等に応じ監視員を増員する

こと。 

（３）開館時間内は受付及び事務室にそれぞれ常時従事者を配置すること。 

（４）開館時間内の従事者数は、施設での事故及び火災発生等緊急時に対応できる人数

とする。 

（５）プール及びトレーニング室の運動指導にあたる従事者は、運動に関する識見を有

する者とする。 

（６）従事者は、利用者と区別ができるよう、統一のユニホームを着用し、業務に従事

すること。 

 

１８ 業務従事者の教育・訓練 

プールの管理等にあたり、救急法、消火・消防、水上安全法等必要な訓練を実施するこ

と。 

特に、排(環)水口における吸い込み事故を未然に防止するためには、安全管理に携わる

全ての従事者がプールの構造を把握し、排(環)水口の蓋等が固定されていない状態などの

危険性、ポンプ停止や利用者の避難誘導等の緊急時の対応方法を正しく理解しているこ
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と。 

教育内容は次のａ～ｄの項目を必ず含むようにし、ｅについては必要に応じて随時実施

すること。 

ａ プールの構造及び維持管理 

ｂ プール施設内での事故防止対策 

ｃ 事故発生等緊急時の措置と救護 

ｄ 緊急事態の発生を想定した実地訓練 

ｅ 日常の業務等において従事者が経験した「ヒヤリとしたこと」、「ハッとした

こと」や「気がかりなこと」、利用者からの苦情等を題材とした事例研究 

訓練内容には、飛び込み事故や溺水事故等のほか、排(環)水口における吸い込み事故を

想定したものも必ず含むこと。排(環)水口の異常等を察知した監視員等から他の従事者へ

の連絡方法の検討、異常等の察知からポンプの非常停止までの手順及び所要時間の計測等

を行い、かかる事態が実際に起こった場合に、可能な限り迅速に適切な対応ができるよう

に訓練しておくこと。 

 

１９ 指定管理責任者の選任 

指定管理者は、協定締結後ただちに管理責任者を選任し、必要書類とともに市に届け出

なければならない。 

管理責任者は、プールについて管理上の権限を行使し、関与する全ての従事者に対する

マネージメントを総括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営に当たること。 

また、選任に当たっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者であって、公

的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習会等を受講したものとするこ

と（これらに関する資格を取得していることが望ましい）。 

 

２０ 管理責任者の職務 

 管理責任者の職務は次のとおりとする。 

（１）施設の効率的、効果的な管理運営を安定して行うこと。 

 （２）市と管理者間の調整に関すること。 

 （３）現場における従業員の指揮監督に関すること。 

 （４）適切な管理・運営に資するため、従業員の技術・マナーの向上に努めること。 

 （５）事故・労働災害の防止に努めること。 

 （６）各種報告書の提出 

 （７）その他指示事項に対する処置、報告等                   

 

２１ 衛生管理者の選任 

指定管理者は、協定締結後ただちに衛生管理者を選任し、必要書類とともに市に届け出

なければならない。（管理責任者の兼務可） 

衛生管理者は、プールの衛生及び管理の実務を担当するものとし、水質に関する基本的

知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水

質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理に当たること。なお、その際は、管
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理責任者、監視員及び救護員と協力して、プールの安全管理に当たること。 

衛生管理者の選任に当たっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者であっ

て、公的な機関や公益法人等の実施するプールの施設及び衛生に関する講習会等を受講し

たものとすること（これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい）。 

  

２２ 監視員の選任 

指定管理者は、協定締結後、監視員を選任すること。 

監視員は、プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の監視及び指導等を行

うとともに、事故等の発生時における救助活動を行うこと。 

選任に当たっては一定の泳力を有する等、監視員としての業務を遂行できる者とし、プ

ール全体がくまなく監視できるよう施設の規模に見合う十分な数の監視員を配置すること。 

 

２３ 救護員の選任 

指定管理者は、協定締結後、救護員を選任すること。 

プール施設内で傷病者が発生した場合に応急救護に当たること。 

選任に当たっては、公的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓練を受けた者とし、

施設の規模に応じ、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること。なお、救急救

護に関する資格を取得した者とすることが望ましい。 

 

２４ 安全標準指針に則った措置の実施 

プールの安全標準指針（平成１９年３月文部科学省及び国土交通省策定）に定める安全

管理基準に則り、プール運営上の必要な措置を講ずること。 

 

２５ 業務の委託等 

指定管理者は、施設の管理に関する業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負

わせてはならない。ただし、部分的な業務について、専門的知識を有する者等に委託する

ことができる。 

 

２６ 管理運営に要する経費 

（１）管理運営に係る経費に関すること 

① 施設利用料は指定管理者の収入とし、管理運営に係る経費の一部に当てるものと

する。 

② 市から支払う経費は、久留米市民温水プールの管理運営に係る市の予算の範囲内

で指定管理者の提出した事業計画の収支の差引額を限度とする。 

③ 業務の内容に変更や、賃金水準又は物価水準の変動が生じた場合には、双方協議

の上市から支払う経費の額を変更する場合がある。 

 

（２）光熱水費等の取り扱い 

① 水道使用料    指定管理者の負担とする。 

② 下水道使用料     指定管理者の負担とする。 
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③ 電気の使用    市から支給する。 

④ 熱の使用     市から支給する。ただし、上津クリーンセンターの余熱利用

設備が停止している時は支給できない。 

※ガスの使用はなし。 

 

（３）指定期間を越える賃貸借契約及び委託契約は締結できないものとする。また、指

定期間内であっても、指定管理者の責めに帰すべき事由による、指定の取り消し

および業務停止の場合、その損害についてはすべて指定管理者が責任を負うもの

とする。 

 

２７ 会計処理 

以下の点に留意し、適切に会計を処理すること。 

（１）会計上、本業務の収支を、指定管理者の他の事業の収支と区分すること 

（２）必要な会計書類（会計帳簿、決裁書、契約書、請求書、領収書、通帳等）を、保存年

限を定めて、適切に整備・保管すること 

（３）会計処理に係るルールを明確に定めること 

（４）会計処理に係る組織的なチェック体制を構築すること（複数名によるチェック、決

裁手続、会計監査等） 

 

２８ リスク分担 

基本協定・年度協定によって、施設管理及び事業運営に係るリスクの負担区分を明確に

して不測の事態に備えること。また、適切に対処して混乱を防ぐとともに、円滑な管理運

営を行うこと。（下表「リスク分担表」のとおり） 

リスク分担表 

リスクの種類 内 容 
リスク負担者 

市 指定管理者 

法令の変更 指定管理者が行う運営業務に影響を及ぼ

す変更（※１参照） 
○ ○ 

物 価 物価変動により人件費、物件費等経費の増 （※２） ○ 

金 利 金利変動のよる経費の増  ○ 

施設・設備・物品

等の損傷 

経年劣化で小規模のもの  ○ 

経年劣化で上記以外のもの ○  

指定管理者の管理上の瑕疵及び指定管理

者の責めに帰すべき事由による施設・設

備・物品等の損傷 

 ○ 

第三者の行為から生じた小規模のもので

相手方が特定できないもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもの

で相手方が特定できないもの 
○  
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不可抗力 不可抗力による業務の変更、中止又は延期

（※３参照） 
○ ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる市場状況  ○ 

施設競合 競合施設による利用者減及び収入減  ○ 

個人情報の保護 指定管理者の責めに帰すべき事由により

情報が漏洩し、又はこれに伴い犯罪が発生 
 ○ 

債務不履行 市が協定内容を不履行 ○  

指定管理者が業務及び協定内容を不履行  ○ 

損害賠償 管理運営上における事故（※４参照） ○ ○ 

事業終了時 指定期間の満了又は期間中途における事

業の廃止に伴う原状回復に伴う費用 
 ○ 

※１ 指定管理者が行う運営業務に影響を及ぼす変更（法令の変更） 

・施設の管理運営行為そのものに影響を及ぼすものは、市がそのリスクを負うことと

します。 

・管理運営に必要とされる許認可等を必要とする場合のリスクは、指定管理者が負う

ものとします。 

 

※２ 著しい物価変動への対応 

・著しい物価変動が発生した場合は、高騰した経費の負担等について市と指定管理者

で協議します。 

・人件費については、「久留米市指定管理料の算定及び人件費スライド制度の手引き」

について定める方法により、賃金水準の変動に応じて指定管理料を増減します。 

 

※３ 不可抗力への対応 

・不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、地すべり、落盤、火災、戦

乱、内乱、テロ、暴動、感染症の流行等の市又は指定管理者の責めに帰すことがで

きない自然的又は人為的な現象をいいます。 

・不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当

該費用については合理性の認められる範囲で市が負担するものとします。なお、指

定管理者が付保した保険によりてん補された金額相当分については、市の負担に含

まないものとします。 

・建物や設備が復旧困難な被害を受けた場合は、協定を解除します。 

・復旧可能な場合は、その復旧に要する経費等の負担は、市と指定管理者で協議しま

す。 

・避難所等として使用した場合において、新たに発生した経費等の負担については、

市と指定管理者で協議します。 

 

※４ 管理運営上における事故 

・指定管理者の管理運営上の瑕疵による事故及び臨時休館等に伴う利用団体への損

害についてのリスクは、指定管理者が負うこととします。 
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・基幹的な施設、機器等の不備による事故及び臨時休館等に伴う利用団体への損害に

ついて、その主たる原因が、指定管理者の施設管理上の瑕疵がない場合は、そのリ

スクは市が負うことになります。 

 

２９ 施設等の点検、改修 

久留米市民温水プールの施設・設備は、施設の利用に支障をきたさないよう、正常に保

持し、適正、安全な利用に供するよう日常的な保守点検を行い、必要に応じて補修・修繕

を行うこと。 

大規模な修繕、改造、改築は、原則として市が実施するが、小規模なもの、突発的なも

のについては指定管理者が行うものとする。 

（１）見積額１件が１０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満のものについては、指

定管理者の費用と責任において実施する。 

（２）修繕した施設・設備は全て市に帰属する。 

 

３０ 損害賠償 

市に施設設置者として瑕疵があった場合は、市が損害賠償責任を負う。一方で、その損

害が指定管理者の責任に起因したものについては、指定管理者が市または第三者に対して

その損害賠償責任を負うことになるので、指定管理者の負担により損害賠償保険に加入す

ること。なお、建物については市が火災保険に加入する。 

 

３１ 災害・緊急事態への対応 

（１）地震、火災、風水害等の災害及び人身事故等が発生した場合に迅速かつ的確な対応

ができるよう、行動マニュアルを定めるとともに、日頃から訓練を行い、利用者や職

員等の安全確保を図ること。 

（２）利用者等の急な傷病等に適切に対応できるよう、近隣の医療機関と連携し、緊急時

には的確な対応を行うこと。 

（３）災害等の緊急事態が発生した場合には、被害が最小になるように迅速かつ最善の対

応をとるとともに、直ちに市に報告すること。 

（４）災害等の緊急事態発生時には、市の求めに応じて施設を開放すること。災害対応に

要する経費は、市と指定管理者で協議を行い決定するものとする。 

 

３２ 協定の締結 

市と指定管理者は、次の項目について、指定期間を通じての基本的事項を定めた基本

協定及び年度毎の指定管理料に関する事項等を定めた年度協定を締結する。 

   また、市または管理者において協定の改定が必要と認める場合は、協議することが

できる。 

（１）管理業務に関する事項 

（２）利用料金制度及び利用料金に関する事項 
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（３）本市が支払う管理費用に関する事項 

（４）事業の報告に関する事項 

（５）指定管理者が施設の管理運営により取得した個人情報の保護に関する事項 

（６）事故発生時の対応及び損害賠償に関する事項 

（７）指定管理者の取消しに関する事項 

（８）その他必要と認める事項 

 

３３ 事業計画書・事業報告書の提出 

指定管理者は、以下の書類を協定で定めるところにより提出するほか、市が要求する報

告書類については、適宜提出すること。 

（１）事業計画書の提出 

次年度に予定する事業計画書 

  ①事業計画書 

  ②収支計画書 

  ③管理責任者・衛生管理者の選任届     

④業務従事者名簿（経歴、資格を含む） 

  ⑤職務分担表（配置計画、シフト表） 

⑥緊急時の体制マニュアル（緊急連絡体制表、非常時出動体制表等） 

⑦その他市が指示する書類 

 

（２）毎月終了後に提出する報告書類 

①施設利用統計（施設別日別利用統計） 

②入場区分別利用状況（プール及びトレーニング室） 

③利用料統計（施設別日別利用料統計） 

④多目的ホール利用統計（日別時間帯別利用目的一覧） 

⑤割引券利用集計表（日別区分別施設別集計） 

⑥券売機日計表及び日計クリアー表（日別券売機別） 

⑦日別減免利用台帳 

⑧施設利用者数比較表 

⑨施設利用料比較表 

⑩高齢者・障害者の利用状況 

⑪区分別・男女別・利用状況 

⑫割引券(半額)・高齢者割引(半額)・身障者減免(無料)集計表 

⑬時間帯・男女別入場者数(プール・トレーニング・多目的ホール) 

⑭1 日平均利用者数(割合) 

⑮クレーム報告書 

 

 （３）毎年度終了後に提出する報告書類 

①事業報告書 
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②施設利用統計（施設別月別利用統計、前年度対比含む） 

③利用料統計（施設別月別利用料統計、前年度対比含む） 

④区分別男女別利用統計（月別施設別統計） 

⑤割引・減免集計（月別割引区分別施設別集計） 

⑥時間帯別男女別施設別統計（月別時間帯別男女別統計） 

⑦管理に係る経費の収支状況 

⑧年度企画提案事業の実施状況報告 

⑨年度自主事業の実施状況報告 

⑩年度多目的ホール使用稼働率 

⑪年度半額券持参の高齢者利用数 

 

３４ 指定管理の開始（準備） 

指定管理業務開始前において、現行の施設管理者から業務の引継ぎを受け、本業務の実

施に必要な人材を確保し、業務従事予定者に対して必要な研修等を行い、業務を習得させ

ること。 

また、指定管理者の負担で準備する備品、消耗品、その他本業務の実施に必要となる物

品の調達、必要書類の作成、各種印刷物作成等を漏れなく行うこと。 

なお、事前準備に係る費用は、指定管理者の負担とする。 

 

３５ 物品等の帰属（貸与、購入） 

（１）別紙１貸与品リストに示す備品等は、市が無償で貸与する。指定管理者はこれを善

良なる管理者の注意義務をもって管理すること。 

（２）備品等が経年劣化等で本業務の用に供することができなくなった場合、市が購入ま

たは調達を行うものとする。 

（３）指定管理者の故意または過失により備品等を毀損滅失したときは、自己の費用によ

り当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。 

（４）指定管理者は、本業務を実施するために備品等が必要な場合は、市と協議の上購入

または調達することができる。 

（５）入退場管理システム（パソコン含む）及び券売機については、指定管理者が設置し、

管理を行うものとする。（券売機の参考型番：NEC ﾏｸﾞﾅｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(株)：BT-e212-E） 

（６）トレーニング機器については、前指定管理者の持込み（別紙２トレーニング機器リ

スト）と同等品を指定管理者が配備し、管理を行うものとする。 

（７）日常的な管理で必要となる部品や消耗品の購入は指定管理者が実施する。 

（例：各種ベルト、オイル、グリス、薬品、フィルター、炉材、電球等） 

 

３６ 事務室等の使用 

指定管理者は、業務に必要な施設（管理者事務室、休息室、更衣室、便所等）を指定期

間中無償で使用することができる。ただし、損傷を与えた場合は、指定管理者の責任で弁

償しなければならない。また、使用に当たっては、節水、節電に努めなければならない。 
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３７ モニタリング 

市は、指定管理者により適切かつ確実なサービスが実施されているか確認するため、「指

定管理者制度モニタリングマニュアル」に基づき、モニタリングを実施する。 

 

３８ 指定の取消し等 

市は、次に掲げる事項に該当することにより、管理を継続することができないと認める

ときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命

ずることがある。 

（１）指定管理者が市の指示に従わないとき 

（２）暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有することが判明し、指定管理

者により管理業務を行うことが適当でないと認められるとき。 

（３）その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき 

 

３９ 指定管理の終了 

（１）指定期間の終了に際し、市または市が指定する者に対し、業務の引継ぎ等を行わな

ければならない。 

（２）指定期間終了までに、管理物件を現状に復旧し明け渡さなければならない。 

（３）備品等は、市又は市が指定する者に対し引き継がなければならない。ただし、指定

管理者が購入又は調達し、「３５ 物品等の帰属（貸与、購入）」の規定に基づき指定

管理者の備品と決した備品等は、権利者の責任と費用負担により撤去すること。 

 

４０ 監査 

市又は久留米市監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う本業務に係る出納そ

の他の事務について、監査委員による監査、包括外部監査、個別外部監査等の監査を行う

ことができる。 

 

４１ 目的外使用 

施設（行政財産）の目的外使用については、施設の設置目的を損なわない範囲内とし、

指定管理者は、久留米市財産規則の定めるところにより事前に市の許可を得なければなら

ない。なお、この場合、久留米市行政財産使用料条例に基づき、使用料を徴収する。 

 

４２ 適格請求書（インボイス）の発行事業者の登録 

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応するため、適格請求書（イン

ボイス）の発行事業者の登録を行うこと。また、適格請求書（インボイス）の発行に伴い、

発行したインボイスの保存等の事務に対応すること。 

 

４３ その他 
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この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、市および指定管理者の双方で協

議を行い決定するものとする。 


